
 

 

第Ⅴ章 調査研究成果の活用 
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（利用者の意見を反映した公共トイレの整備） 
・ 公共トイレの整備については、公共交通事業者、建築主などの施設設置管理者が、単にバリアフ

リー法で義務付けられた移動円滑化基準を満たすだけでなく、ユニバーサルデザインの考え方に

留意しつつ、高齢者、障害者等の利用者の声を聞くなどの「スパイラルアップ1」の趣旨に沿い、

より利用しやすい公共トイレの整備を進めることが望ましい。 
・ そのため、本調査研究の成果が各施設のバリアフリーガイドラインに反映されることが期待され

るとともに、多様な利用者に配慮し改修した、さまざまな事例について掲載したところであり、

これらの事例が、多くの公共交通事業者、建築主などに参考とされ、快適な公共トイレが整備さ

れていくことが期待される。 
 

（車いす使用者等の利用を妨げない公共トイレの利用） 
・ さらに、公共トイレの利用については、国民の皆さんが車いす使用者やオストメイトの方々に対

して利用上配慮すべき事項の理解を深めるとともに、その利用を妨げないようするなどの「心の

バリアフリー」の趣旨に沿い、例えば一般トイレを利用できる方が、長時間にわたって多機能ト

イレを利用することをしないようにするなどの啓発を行う必要がある。（パンフレットの配布など） 
 

・ いずれにしても、これらのことが車の両輪で進むことにより、高齢者、障害者をはじめとするあ

らゆる人々が快適に利用できる公共トイレを整備していくことができると考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

図 5-2 スパイラルアップ・心のバリアフリーによる公共トイレの整備・利用 

                                                  
1 スパイラルアップ：バリアフリー化を進めるにあたって、当事者の参加の下、検証を行い、結果に基づいて新たな施策

や措置を講じることによって段階的・継続的な発展を図っていくこと。 

スパイラルアップ※ 心のバリアフリー 

公共交通事業者 

建築主 等 
国 民 

当事者の声を聞き 

設計に活かす 

高齢者、障害者等を 

理解し妨げない 

高齢者、障害者をはじめとするあらゆる人々が快適に 

利用できる公共トイレの整備 

高齢者、障害者をはじめとするあらゆる人々が参加・参画できる社会の実現
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【利用者の意見を踏まえたトイレの整備の例（新宿区戸塚地域センター）】 

・ 地域センター（敷地面積 502 ㎡、延べ床面積約 3,000 ㎡）の建設にあたり、平成 17 年 9 月に地域

の住民等、公募委員、車いす使用者や視覚障害者などを含む総勢 35 名の建設準備会が発足した。 
・ 建設準備会は平成 21 年 12 月の竣工までに延べ 21 回開催された。基本設計後にバリアフリーに関

する具体的な意見要望が 37 項目出され、結果として、以下が実現された。 
 各階ごとに配置する設備（大型ベッド、汚物流し等）が異なる建物内の機能分散 
 障害に応じたバリエーション（右きき用・左きき用、自動式・手動式引き戸）への配慮 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【意見要望の抜粋】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１階多機能トイレ内部の
音声案内設備。建物完成後
に視覚障害者の意見を反
映して後付けされた） 

左きき用の多機能トイレ（４Ｆ）
大型ベッドが設置されている。 
 

右きき用の多機能トイレ（3
Ｆ）大型ベッドとベビーチェ
アは使用状態。 

オストメイト用汚物流しが設置
されている多機能トイレ（５Ｆ）

ドが

男性・女性トイレのドアが色で
わかりやすく表示されている。
（4Ｆトイレ） 

一般トイレの大便器への手す
りの設置。扉は折戸。（7Ｆ女
性トイレ） 

各階の多機能トイレの設備に関する情報
について、多機能トイレの扉横に表示。 

意見・要望 回答
機能分散にあたっては、利用状況の障害及び
属性を配慮しながら配置を行う。

機能及び配置については各階ごとに分散を
図っている。

一般便房においても基本的に手すりを設ける
こと。また、利用人数が多く予想される階（７
階）には便房数を増やすこと。うち、ひとつの
便房は外開きドア、ドア幅70ｃｍ以上とする。

一般ブースにも手すりを設置する。７階はブー
ス数は男女とも各１個づつ増やしているが、ス
ペースの関係上、外開きドアは難しい。
（※折戸が導入されていた。）

高田馬場周辺の多機能トイレ状況を鑑み、１
階トイレについては24時間利用できるように
すること。

施設管理上は地域センターの利用時間に準
ずるため、24時間の利用は不可能である。

出入り口のドアは自動ドアとし、開閉ボタンは
タッチ式ではなく押しボタン式とする。

職員の目がある階での自動扉の設置は可能
であるが、自動によるスイッチトラブル等につ
いて検討する。

便座横の手すりは可動式とし、各階ごとに左
右異なるものを配置する。

便座横の手すりは可動式とする。
各階ごとに左右異なる配置とする。

ユニバーサルシート、ベビーキープ、幼児用便
座、オストメイトの汚物流しの設備は必要な階
に配置する。

オストメイト設備とユニバーサルシートとの併
用はスペースの関係上難しいため、オストメイ
ト対応は1.5階、ユニバーサルシートは地下１
階、2.3.4.6.7階に設置する。

トイレの
基本的仕
様と考え
方

多機能ト
イレの基
本仕様
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5-2 一般向け周知パンフレット 
  <表> 
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